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景観法第８３条第１項各号のいずれにも該当することを基準とする。 

 

参 考 

 

[根拠法令] 

 

（景観協定の締結等） 

第八十一条 景観計画区域内の一団の土地（公共施設の用に供する土地その他の政令で定める土地を

除く。）の所有者及び借地権を有する者（土地区画整理法（昭和二十九年法律第百十九号）第九十

八条第一項（大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和五十年法

律第六十七号。以下「大都市住宅等供給法」という。）第八十三条において準用する場合を含む。

以下この章において同じ。）の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対

応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者。以下この章において「土地所有者等」とい

う。）は、その全員の合意により、当該土地の区域における良好な景観の形成に関する協定（以下

「景観協定」という。）を締結することができる。ただし、当該土地（土地区画整理法第九十八条

第一項 の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地）

の区域内に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている

土地の所有者の合意を要しない。 

２ 景観協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

一 景観協定の目的となる土地の区域（以下「景観協定区域」という。）  

二 良好な景観の形成のための次に掲げる事項のうち、必要なもの  

イ 建築物の形態意匠に関する基準 

ロ 建築物の敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備に関する基準 

ハ 工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠に関する基準 

ニ 樹林地、草地等の保全又は緑化に関する事項 

ホ 屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲出する物件の設置に関する基準 

ヘ 農用地の保全又は利用に関する事項 

ト その他良好な景観の形成に関する事項 
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http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8b%e3%96%40%88%ea%88%ea%8b%e3&REF_NAME=%93%79%92%6e%8b%e6%89%e6%90%ae%97%9d%96%40%91%e6%8b%e3%8f%5c%94%aa%8f%f0%91%e6%88%ea%8d%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000009800000000001000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000009800000000001000000000000000000#1000000000000000000000000000000000000000000000009800000000001000000000000000000


 

三 景観協定の有効期間  

四 景観協定に違反した場合の措置  

３ 景観協定においては、前項各号に掲げるもののほか、景観計画区域内の土地のうち、景観協定区

域に隣接した土地であって、景観協定区域の一部とすることにより良好な景観の形成に資するもの

として景観協定区域の土地となることを当該景観協定区域内の土地所有者等が希望するもの（以下

「景観協定区域隣接地」という。）を定めることができる。  

４ 景観協定は、景観行政団体の長の認可を受けなければならない。  

 

［基準法令］ 

  

（景観協定の認可） 

第八十三条 景観行政団体の長は、第八十一条第四項の規定による景観協定の認可の申請が、次の各

号のいずれにも該当するときは、当該景観協定を認可しなければならない。  

一 申請手続が法令に違反しないこと。  

二 土地、建築物又は工作物の利用を不当に制限するものでないこと。  

三 第八十一条第二項各号に掲げる事項（当該景観協定において景観協定区域隣接地を定める場合

にあっては、当該景観協定区域隣接地に関する事項を含む。）について国土交通省令・農林水産

省令で定める基準に適合するものであること。  

２ 建築基準法第四条第一項 の建築主事を置かない市町村である景観行政団体の長は、第八十一条

第二項第二号ロに掲げる事項を定めた景観協定について前項の認可をしようとするときは、前条第

二項の規定により提出された意見書の写しを添えて、都道府県知事に協議し、その同意を得なけれ

ばならない。  

３ 景観行政団体の長は、第一項の認可をしたときは、国土交通省令・農林水産省令で定めるところ

により、その旨を公告し、かつ、当該景観協定の写しを当該景観行政団体の事務所に備えて公衆の

縦覧に供するとともに、景観協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。  

 

 

  

 

※ 審査基準の内容すべてを記載することができないときは、当該審査基準が記載された図書等の  

 縦覧をもって代えることができる。 
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